
感染拡大防止等支援金 “精算払”受付始まる 

 

８月から受付が始まった「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」。これまではいったん概算で助

成金を請求し、後で領収書等を添付して精算する「概算払」だけしか申請できませんでしたが、今回最初か

ら購入済の領収書等を添付して申請する「精算払」の受付が始まりました。 

 

今回始まった「精算払」は、感染拡大防止策等に要した費用に関する補助金申請と事業実績報告を同時

に行う方法です。「概算払」と異なり、書類の提出は１回で済みます。 

 

必要書類やマニュアルなどは神奈川県ＨＰからダウンロードできます。 

※神奈川県ホームページ  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html 

 

（精算払の書類の場所） 

上記ホームページの中に「4. 精算交付申請について」というコーナーがございます。 

下記の箇所に申請書類とマニュアルがアップされているため、ダウンロードしてご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html


（概算払の書類の場所） 

概算払の場合、①概算額の申請（原則 2020 年 12 月 28 日（月）まで“必着”）、②実績報告の申請（2021

年 4月 5日（月）まで（必着））―以上 2回の手続きが必要です。 

どちらの申請書類も上記ホームページの中に「3. 各種様式等」というコーナーにございます。 

下記の赤い囲みの箇所に「①概算額の申請」に関する申請書類とマニュアルがアップされているため、ダ

ウンロードしてご準備ください。 

また、青い囲みの箇所には「②実績報告の申請」に関する申請書類とマニュアルがアップされています。 

 

 
 

 

（申請にあたっての注意点） 

精算払と概算払のいずれを選ぶ場合でも、申請書の提出期限と助成対象の購入時期にご注意ください。 

この事業は２０２１年３月末までの費用が助成対象とされていますが、精算払の申請締め切り日は２０２１年

２月２６日（金）です。つまり、精算払を選択した場合は書類提出以降３月末までに支出・納品するものが助

成対象となりません。そのため、例えば現在の支出が補助金上限額に満たず、２０２１年３月末の期限ぎりぎ

りまで支出が見込まれる場合は、原則２０２０年１２月２８日（月）までに概算払で申請しておく必要がありま

す。 



 このように概算払と精算払はそれぞれにメリット・デメリットがあるため、判断に迷う場合は早めに協会・税対

経営部（ ℡ ０４５‐３１３‐２１１１）か、相談窓口（神奈川県慰労金・支援金〈医療〉専門ナビダイヤル ０５７０‐

０３３‐１６０ 〈平日１０時～１７時〉）にご相談ください。 


